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１ 目的 

世田谷区本庁舎等整備では、区民自治の拠点として、行政サービスの提供にとどまらず、幅広い

区民がふれあい、交流することのできる場所として、区民会館、区民交流スペース、広場等、様々な

区民利用施設の整備を、庁舎と一体に進めている。 

本業務では、新たな利用者を呼び込むためのトータルデザイン等を含めた広報計画に加え、機能

の異なる各施設の運営計画など、各区民利用施設を総合的かつ効果的・効率的に運営するための

総合運営計画の策定等を支援することを目的とする。 

 

２ 本庁舎等整備の概要 

世田谷区役所本庁舎と世田谷区民会館は竣工から約６０年が経過し、災害対策面や区民サ

ービス面、環境性能面等で様々な課題や問題点を抱えている。 

そのため、区では、「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」、「区民の安全・安心を支える防

災拠点となる庁舎」、「すべての人に分かりやすく、利用しやすい、人にやさしい庁舎」、「機能的・効

率的で柔軟性の高い庁舎」、「環境と調和し環境負荷の少ない持続可能な庁舎」の５つを基本的

方針に掲げ、本庁舎等整備を進めてきた。 

これまで、令和２年３月には世田谷区本庁舎等整備実施設計概要をまとめ、令和３年７月に

工事に着手した。本工事では、現在の本庁舎敷地内で庁舎機能を維持しながら、３期６年以上

にわたる解体・建設を繰り返し、令和９年 10 月の全体竣工を予定している。 

その他、これまでの本庁舎等整備に関する詳細な検討の経緯や設計内容等については、世田谷

区ホームページ「本庁舎等整備について（リンク）」を参照のこと。 

【参考】 

■工事地名・地番 

東敷地：世田谷区世田谷４丁目９９３番３ 

西敷地：世田谷区世田谷４丁目９６４番４、９７８番３、９６７番１ 

■工期（予定） 

全  体：令和３年７月から令和９年１０月頃まで 

１期工事：令和５年７月まで   （区民会館エリア） 

２期工事：令和 7 年 9 月まで   （区民交流スペースエリア等、広場、屋上庭園、ピロティ） 

３期工事：令和９年１０月まで   

■区民利用施設概要 

別紙１のとおり 

 

３ 本件業務に関連するこれまでの検討経緯 

区では、本庁舎等整備基本構想に掲げた、区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎を実現す

るため、幅広い区民がふれあい、交流することのできる場所として、区民会館、区民交流スペース、広

場等、様々な区民利用施設の整備を、庁舎と一体に進めるため、段階ごとに区民交流機能（区

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/008/index.html
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民交流スペース含む）等について意見をいただきながら、２０１９年度に基本設計、２０２０年

度に実施設計概要をとりまとめた。 

詳細な内容・経過については、下記参考資料や区ホームページなどの資料を参照のこと。 

 

２０１６年１２月   本庁舎等整備基本構想策定 

２０１８年１０月   区民交流機能に係るワークショップ開催    【参考資料１参照】 

２０１８年１２月   世田谷区民会館整備方針策定 

２０１９年 ３月   本庁舎等整備基本設計策定（世田谷区民会館整備方針含む） 

２０１９年６月～７月 区民交流スペース運用に関する検討会開催  【参考資料２参照】 

２０２０年 ３月   本庁舎等整備実施設計概要とりまとめ 

 

４ 業務概要 

（１）件名 

世田谷区本庁舎等整備に係る区民利用施設総合運営計画策定等支援業務委託 

（２）業務内容 

①令和４年度     ：別紙２「仕様書（案）」参照 

②令和５年度（想定） ：総合運営事業者公募資料作成支援 

総合運営協議体の運営支援 

③令和６年度（想定） ：総合運営事業者公募支援 

（３）履行期間 

 契約締結日から令和７年３月末日まで（予定） 

※契約は単年度ごとに締結し、各年度において本契約に係る予算の配当があること及び履行

実績が良好であることを契約締結の条件とする。 

（４）提案限度価格 

令和４年度：９，７２５，０００円（消費税込み） 

 

５ スケジュール 

     内    容      日     時 

① 説明書の交付 
令和４年２月 １日（火曜）から 

令和４年２月１５日（火曜）午後５時まで 

② 
参加表明書及び実績評価に 

係る書類等の提出期間 

令和４年２月 １日（火曜）から 

令和４年２月１５日（火曜）午後５時まで 

③ 資格確認結果の通知 令和４年２月１８日（金曜） 

④ 質問の受付締切 
令和４年２月１８日（金曜）から 

令和４年２月２４日（木曜）午後５時まで 
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⑤ 質問への回答 令和４年３月 ２日（水曜） 

⑥ 
提案評価に係る提案書等の 

提出期間 

令和４年２月１８日（金曜）から 

令和４年３月１８日（金曜）午後５時まで 

⑦ 提案評価（ヒアリング） 令和４年３月２５日（金曜） 

⑧ 審査結果等の通知 令和４年３月３１日（木曜） 

⑨ 
優先交渉権者及び審査経過の 

公表 
令和４年４月上旬 

⑩ 契約予定時期 令和４年４月中旬 

 

６ 参加資格 

本プロポーザルに参加することができる者（以下｢参加者｣という。） は、参加表明書の提出日を

基準日として、次の（１）から（６）までの要件を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。また、同条第２項（同

令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）による措置を現に受けていない

こと。 

（２）東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける世田谷区競争入札参加資格を有する

者であること。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）会社更生法第１７条第１項に基づく更正手続き開始申立てまたは民事再生法第２１条第

１項に基づく民事再生手続き開始の申立てをしていないこと。 

（５）国税、都道府県民税、市町村民税の滞納がないこと。 

（６）過去１０年（平成２４年４月１日から参加表明書提出日まで）の間に業務が完了した同

種業務について、参加者の受託実績を有すること。 

【同種業務】 

５００席以上のホール施設を有する文化施設や交流の各機能が複合化した公共施設の管

理運営計画策定、開業準備、催事企画支援業務を市民参加で実施したもの 

 

７ 手続等 

（１）事務局（各種書類提出先） 

世田谷区庁舎整備担当部庁舎管理担当課  担当：松本、宮田 

所在地 〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７（第１庁舎４階） 

ＴＥＬ ０３－５４３２－２０８８ ／ ＦＡＸ ０３－５４３２－３００６ 

E-mail  SEA04000@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

 

 

mailto:SEA04000@mb.city.setagaya.tokyo.jp
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（２）参加表明書及び実績評価に係る書類等の提出 

本プロポーザルに応募する場合は、「（５）提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下

のとおり関係書類を提出すること。 

①提出期間 

令和４年２月１日（火曜）から令和４年２月１５日（火曜）まで 

※受付時間は土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

②提出書類 

１）参加表明書            【様式１】 

２）入札参加資格審査受付票（写し）    

３）会社概要及び会社沿革、会社組織図   

４）参加者の業務実績（１）       【様式２】 

※記載業務については、契約書の写しなど、実績が正確に確認できる資料も提出すること。 

提出部数：各１部 

③提出先及び方法 

本件事務局へ直接持参または郵送すること。ただし、郵送する場合は、受付期間までに必

着するように、必ず「特定記録郵便｣又は｢書留郵便｣とし、令和４年２月１５日（火曜）

午後５時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。 

（３）質問の受付、回答 

①受付期間 

令和４年２月１８日（金曜）から令和４年２月２４日（木曜）午後５時まで 

②提出方法 

質問書【様式３】により、本件事務局あてに電子メールにより提出すること。 

また、受信について本件事務局あてに電話し確認すること。 

※質問書は、提出期間中であれば追加で提出することを可能とする。 

※電話等、口頭による質問・回答は行わない。 

③回答方法 

全ての質問と回答を一括して取りまとめ、令和４年３月２日（水曜）までに、電子メールです

べての参加事業者あてに回答する。回答内容は、説明書の追加、修正として取り扱う。 

④質問の対象とする内容 

実績評価に係る実績及び提案評価に係る提案等に関する事項 

（４）提案評価に係る提案書等の提出 

提案評価の対象となった者は、「（５）提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下のと

おり関係書類を提出すること。 

①提出期間 

令和４年２月１８日（金曜）から令和４年３月１８日（金曜）まで 

※受付時間は土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 
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②提出書類 

１）提案評価応募申込書      【様式４】 

２）参加者の業務実績 （２）    【様式５】 

３）配置担当者の業務実績      【様式６】【様式６－１】 

４）業務提案書          【様式７】 

４－１） 業務実施方針     【様式７－１】 

４－２） 各テーマに対する提案   【様式７－２】 

４－３） 見積書        【自由様式】 

③提出先及び提出方法 

本件事務局へ直接持参または郵送すること。ただし、郵送する場合は、受付期間までに必

着するように、必ず「特定記録郵便｣又は｢書留郵便｣とし、令和４年３月１８日（金曜）

午後５時までに送付物の到着確認を電話により行うこと。 

④提出部数 

正本（１から４－３）     １部 （クリップ留め） 

副本（２から４－３））    １０部（１部ずつクリップ留め） 

※副本には提案者が特定できる企業名、氏名等は記載しないこと（見積書含む）。 

（５）提出書類の記入上の留意事項 

 ①基本事項 

・各提出書類は所定の様式に基づき作成すること。 

※所定の様式のあるものは、罫線枠等は拡大・縮小を可とするが、必要事項を簡潔にまとめ、

なるべく複数ページに及ばないようすること。 

・用紙はＡ４用紙片面印刷とし、印刷はカラーも可とする。 

・業務実施方針及び各テーマに対する提案については、文章を補完するために必要な概念図や

表、イメージ図等を使用し、わかりやすく簡潔に記述すること。 

・文字サイズは注記等を除き、１０．５ポイント以上とする。 

②参加表明書【様式１】 

世田谷区使用欄は空白とし、代表者印を押印の上、提出すること。（社判不可） 

また、連絡担当者は提出書類に関する問い合わせ・連絡窓口となる者を記載すること。 

③参加者の業務実績（１）（２）【様式２】【様式５】 

・過去１０年（平成２４年４月１日から参加表明書提出日まで）の間に業務が完了した

同種業務について、記入すること。 ※実績件数も評価対象とする。 

・同種業務：５００席以上のホール施設を有する文化施設や交流の各機能が複合化した公

共施設の管理運営計画策定、開業準備、催事企画支援業務を市民参加で

実施したもの 

④提案評価応募申込書【様式４】 

世田谷区使用欄は空白とし、代表者印を押印の上、提出すること。（社判不可） 
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また、連絡担当者は提出書類に関する問い合わせ・連絡窓口となる者を記載すること。 

⑤配置担当者の業務実績【様式６】【様式６－１】 

・本業務を担当する管理担当者及び実務担当者について、それぞれ作成すること。実務担当

者が複数いる場合は、担当者ごとに作成すること。 

・過去１０年（平成２４年４月１日から参加表明書提出日まで）の間に業務が完了した

同種業務、同類業務について、記入すること。※実績件数も評価対象とする。 

・同種業務：５００席以上のホール施設を有する文化施設や交流の各機能が複合化した公

共施設の管理運営計画策定、開業準備、催事企画支援業務を市民参加で

実施したもの 

・同類業務：５００席以上のホール施設を有する文化施設や交流の各機能が複合化した公

共施設の管理運営計画策定、開業準備、催事企画支援業務 

・参加立場については、「管理担当者」及び「実務担当者」を記入すること。 

・主となる管理担当者及び実務担当者は、契約期間満了まで配置させること。 

⑥業務提案書【様式７】 

  参加者が特定できるような名称、ロゴマーク等は記載しないこと。 

⑦業務実施方針【様式７－１】 

 Ａ３片面１枚以内で以下の項目について簡潔にまとめること。 

１）業務に対する取組み方針と体制 

本業務の目的、業務内容を踏まえ、業務に対する取り組み方針を、業務推進体制等と

あわせて記載すること。 

２）業務スケジュール 

令和７年度の区民利用施設全体開業（本庁舎等整備工事第２期竣工後）に向け

た総合運営に向け、本業務を適切かつ着実に実施するための作業フロー、工程計画について

記載すること 

⑧各テーマに対する提案【様式７－２】 

  以下のテーマをＡ３片面２枚以内で簡潔にまとめること。 

   提案にあたっては、区から情報提供している参考資料や区ホームページ等を熟読し、これまで

の経緯を踏まえた実現性・具体性のあるものとすること。 

【テーマ１】本区民利用施設（令和７年全体開業後）の効果的な運営計画提案 

・本庁舎等整備に関するこれまでの経緯、各区民利用施設の機能、また、これらが

庁舎との複合施設であること等を踏まえた効果的な提案となっているか。 

・公共施設にふさわしい、長期間持続可能な提案となっているか。 

・具体的かつ実現可能な提案か。 

【テーマ２】より多くの区民や新たな利用者を呼び込むための仕掛け・提案 

・令和７年の全体開業に向けて、区内外からより多くの利用者を呼び込む魅力的な

提案となっているか。 
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・具体的かつ実現可能な提案か。 

【テーマ３】その他の独自提案 

・業務の内容や目的を理解した独自の提案となっているか。 

・具体的かつ実現可能な提案か。 

⑨見積書（自由様式） 

・様式は自由とし、積算内訳も含めて記載すること。 

・見積書についても、提案者が特定できる企業名等は記載しないこと。 

・契約金額は、受託候補者の決定後、仕様内容を調整し、確定するものとする。 

 

８ 審査方法等 

 受託候補者の審査は、別に定める要綱により「世田谷区本庁舎等整備に係る区民利用施設総

合運営計画策定等支援業務委託審査委員会」を設置し、以下の通り、実施する。 

（１）審査方法 

①実績評価（書類審査） 

・参加者から提出された「参加者の業務実績（１）」について、参加者の業務実績の観点から

客観的審査を行う。なお、参加資格が確認できなかった参加者については、審査を行わず、

別途結果を通知する。 

・実績評価終了後、速やかに結果を参加者全員に通知する。提案評価の対象となる者には、

業務提案書等を期限内に提出することを前提に、ヒアリング日程等を併せて通知する。 

②提案評価（ヒアリング審査） 

・提案評価実施予定日：令和４年３月２５日（金曜） 

・提案書等の内容について、配置予定の管理担当者及び実務担当者のヒアリングを実施し、

審査する。 

・審査会場、時間等の詳細については、提案評価対象者に別途通知する。 

（２）評価基準等 

  提案書を審査する際の評価基準は以下のとおりとする。 

①実績評価（書類審査） 

審査の項目 評価の視点 

参加者実績 参加者の同種業務の実績が十分か。 

配置担当者実績 

管理担当者の業務実績・経験などは十分か。 

実務担当者の業務実績・経験などは十分か。 
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②企画提案評価（ヒアリング審査） 

審査の項目 評価の視点 

業
務
実
施
方
針 

本件業務に対する理解 

業務推進体制 

業務実施スケジュール 

・業務内容や目的の理解があり、熱意、取組み意欲が

感じられるか。 

・業務に対する体制や要員が適切に組まれているか。 

・業務履行までのスケジュールが適切に組まれているか。 

各
テ
ー
マ
に
対
す
る
提
案 

【テーマ１】 

本区民利用施設（令和７

年全体開業後）の効果的

な運営計画提案 

・本庁舎等整備に関するこれまでの経緯、各区民利用

施設の機能、また、これらが庁舎との複合施設であるこ

と等を踏まえた効果的な提案となっているか。 

・公共施設にふさわしい、長期間持続可能な提案となっ

ているか。 

・具体的かつ実現可能な提案か。 

【テーマ２】 

より多くの区民や新たな利用

者を呼び込むための仕掛け・

提案 

・令和７年の全体開業に向けて、区内外からより多くの

利用者を呼び込む魅力的な提案となっているか。 

・具体的かつ実現可能な提案か。 

【テーマ３】 

その他の独自提案 

・業務の内容や目的を理解した独自の提案となっている

か。 

・具体的かつ実現可能な提案か。 

コミュニケーション能力 

・ヒアリングにおける説明がわかりやすいか、質問に対する

応答が明快かつ的確か。 

・住民参加や事業者との協働を想定し、適切なコミュニ

ケーション能力を有しているか。 

価格 ・本件業務に対する提案金額を評価する。 

（３）審査結果等の通知 

①参加者資格等の確認結果 

１）通知期日：令和４年２月１８日（金曜） 

２）通知方法：郵送もしくは電子メールによる。 

②提案評価の結果 

１）通知期日：令和４年３月３１日（木曜） 

２）通知方法：郵送もしくは電子メールによる。 
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９ 失格条項 

次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 

（１）提出資料等が本説明書の提出方法や条件に適合しない場合   

（２）虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合 

（３）その他、本説明書に違反すると認められた場合 

（４）委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合 

（５）審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

（６）提案書の提出後に「６ 参加資格」に該当しないこととなった場合（ただし、６（３）について

は、参加表明書提出日にその要件を満たしていれば良いものとする。） 

 

１０ 注意事項 

（１）本業務の受託者は、令和６年度に予定する本施設の運営事業者公募への参加はできないも

のとする。 

（２）指定した様式、書式、方法によらずに提出された書類は受け付けない。 

（３）企画提案書等の作成、ヒアリング等の本プロポーザルに要する費用は参加者の負担とする。 

（４）参加表明書及び提案書の提出後において、記載内容の変更は認めない。また、提出した配置

予定担当者は、原則として変更することができない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う

場合は、同等以上の実績があることを示し、区の了解を得なければならない。 

（５）発注者から受領した資料等の関係書類、選定された提案内容は、発注者の許可なく公表、

使用はできない。 

（６）提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。また、審査以外の目的に使用しない。 

（７）提出された書類は、公平性・透明性・客観性を期すため、必要により公表することがある。 

（８）本プロポーザルに係る提出資料について、当該書類の受理後の差替、追加、削除等は一切認

めない。 

（９）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称ならびに提案書を

特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

 

１１ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金：免除  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約の相手先との随意契約によ

り締結する予定の有無：無 

（５）契約等について 

・審査の結果、第一順位の提案者を委託先の第一候補者として、委託内容の詳細及び仕様、

提出された見積金額を基本として、契約金額について協議を行い、区及び候補者双方の合
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意に基づき契約を締結する。 

・本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘束されな

いものとする。 

 

 

《本件に関する問い合わせ先及び各種書類提出先》 

世田谷区庁舎整備担当部庁舎管理担当課  担当：松本、宮田 

所在地：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７（第１庁舎４階） 

ＴＥＬ：０３－５４３２－２０８８ ／ ＦＡＸ：０３－５４３２－３００６ 

E-mail：SEA04000@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

mailto:SEA04000@mb.city.setagaya.tokyo.jp

